
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
及
び
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
号

奈
良
県
行
政
組
織
規
則
及
び
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

第
一
条

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
総
務
部
知
事
公
室
の
部
秘
書
課
の
項
中
「
自
動
車
係
」
を
「
自
動
車
係

儀
典
係
」

に
改
め
、
同
部
東
ア
ジ
ア
連
携
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
際
課

国
際
交
流
係

東
ア
ジ
ア
連
携
係

第
三
条
の
表
総
務
部
知
事
公
室
の
部
防
災
統
括
室
の
項
中
「
防
災
企
画
係

防
災
事
業
係

防
災

通
信
係

危
機
管
理
係
」
を
「
企
画
・
自
衛
隊
誘
致
係

防
災
施
設
係

危
機
対
策
係
」
に
改
め
、

同
表
総
務
部
の
部
管
財
課
の
項
中
「
財
産
係

財
産
活
用
係
」
を
「
財
産
係
」
に
改
め
、
同
表
地
域

振
興
部
の
部
南
部
東
部
振
興
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

南
部
東
部
振

総
務
係

興
課

第
三
条
の
表
地
域
振
興
部
の
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
の
項
中
「
省
エ
ネ
環
境
係
」
を
「
省
エ
ネ
環

境
係

エ
ネ
ル
ギ
ー
保
安
係
」
に
改
め
、
同
表
地
域
振
興
部
観
光
局
の
部
中

「

観
光
振
興
課

観
光
振
興
係

観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
係

旅
行
商
品

造
成
係

な
ら
の
魅
力

巡
る
奈
良
推
進
係

記
紀
万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
係

を

創
造
課



国
際
観
光
課

国
際
交
流
係

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
促
進
係

」

「

観
光
プ
ロ
モ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
係

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
促
進
係

ー
シ
ョ
ン
課

観
光
産
業
課

観
光
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
係

宿
泊
推
進
係

に
改
め
、
同

な
ら
の
魅
力

巡
る
奈
良
推
進
係

記
紀
万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
係

創
造
課

」

表
健
康
福
祉
部
の
部
長
寿
社
会
課
の
項
中
「
高
齢
者
生
き
が
い
づ
く
り
推
進
係

高
齢
者
地
域
生
活

支
援
係
」
を
「
高
齢
者
生
き
が
い
づ
く
り
推
進
係
」
に
改
め
、
同
表
医
療
政
策
部
の
部
地
域
医
療
連

携
課
の
項
中
「
医
療
企
画
係
」
を
「
医
療
企
画
係

医
療
管
理
係
」
に
改
め
、
同
部
医
療
管
理
課
の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

病
院
マ
ネ
ジ

南
和
医
療
・
県
立
病
院
係

医
科
大
学
係

メ
ン
ト
課

第
三
条
の
表
く
ら
し
創
造
部
の
部
青
少
年
・
生
涯
学
習
課
の
項
中
「
環
境
・
企
画
係

指
導
育
成

係

生
涯
学
習
係
」
を
「
企
画
環
境
係

活
動
支
援
係
」
に
改
め
、
同
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
中

「
企
画
調
整
係
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
企
画
係
」
に
改
め
、
同
表
く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
の

部
中

「

風
致
景
観
課

景
観
保
全
審
査
係

古
都
管
理
係

砂
利
採
石
係

を

自
然
環
境
課

自
然
環
境
係

自
然
公
園
整
備
係

自
然
公
園
利
用
係

」

「



景
観
・
自
然

古
都
管
理
係

自
然
環
境
係

景
観
保
全
審
査
係

自
然
公

に
改
め
、
同

環
境
課

園
係

砂
利
採
石
係

」

表
産
業
・
雇
用
振
興
部
の
部
地
域
産
業
課
の
項
中
「
商
工
団
体
係

保
安
係
」
を
「
商
工
団
体
係
」

に
改
め
、
同
部
産
業
政
策
課
の
項
中
「
科
学
技
術
振
興
係
」
を
「
新
産
業
創
出
係
」
に
改
め
、
同
表

農
林
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
中
「
予
算
経
理
係

企
画
係
」
を
「
企
画
係

予
算
経
理
係
」
に
改

め
、
同
部
奈
良
の
木
ブ
ラ
ン
ド
課
の
項
中
「
木
材
利
用
促
進
係
」
を
「
総
務
・
流
通
拡
大
係

木
材

利
用
促
進
係
」
に
改
め
、
同
表
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
部
道
路
環
境
課
の
項
中
「
自
転
車
利
用
係

」
を
「
自
転
車
・
交
通
企
画
係
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
の
表
会
計
課
の
項
中
「
出
納
指
導
係
」
を
「
審
査
会
計
指
導
係
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
表
行
政
経
営
課
の
項
中
「
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
係
」
を
「
施
設
改
革
係

フ

ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
係
」
に
改
め
、
同
表
地
域
福
祉
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

長
寿
社

地
域
包
括
ケ

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
係

会
課

ア
推
進
室

第
五
条
の
表
中

「

医
療
管

新
奈
良
病
院

造
成
整
備
係

建
築
施
設
係

理
課

建
設
室

を

県
立
病
院
法

財
務
企
画
係

経
営
企
画
係

人
化
準
備
室

」

「

病
院
マ

新
奈
良
病
院

造
成
整
備
係

建
築
施
設
係

ネ
ジ
メ

建
設
室

ン
ト
課

農
林
部

な
ら
食
と
農

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
係

農
業



企
画
管

の
魅
力
創
造

研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
係

に
改
め
、
同

理
室

国
際
大
学
校

・
農
業
研
究

開
発
セ
ン
タ

ー
開
設
準
備

室

」

表
農
業
水
産
振
興
課
の
項
中
「
総
務
企
画
係
」
を
「
総
務
企
画
係

式
典
行
事
係
」
に
改
め
、
同
表

公
園
緑
地
課
の
項
中
「
誘
客
促
進
対
策
係
」
を
「
誘
客
促
進
対
策
係

広
報
戦
略
係
」
に
、
「
国
営

公
園
係
」
を
「
歴
史
公
園
係
」
に
改
め
る
。

第
六
条
総
務
部
の
部
知
事
公
室
東
ア
ジ
ア
連
携
課
の
項
中
「
東
ア
ジ
ア
連
携
課
」
を
「
国
際
課
」

に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
と
し
て
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一

国
際
交
流
、
国
際
協
力
等
国
際
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

二

渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

三

海
外
移
住
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
総
務
部
の
部
知
事
公
室
防
災
統
括
室
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

陸
上
自
衛
隊
駐
屯
地
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
総
務
部
の
部
行
政
経
営
課
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

行
政
経
営
課

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
室

一

県
有
資
産
の
総
合
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
有
資
産
の
活
用
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

公
の
施
設
の
改
革
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
総
務
部
の
部
管
財
課
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三

号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
地
域
振
興
部
の
部
南
部
東
部
振
興
課
の
項
第
三
号
中
「
の

観
光
、
交
流
及
び
定
住
の
促
進
」
を
「
へ
の
移
住
の
推
進
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

南
部
地
域
及
び
東
部
地
域
の
観
光
及
び
交
流
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
地
域
振
興
部
の
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。



五

電
気
工
事
業
の
登
録
等
に
関
す
る
こ
と
。

六

ガ
ス
の
保
安
に
係
る
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

七

猟
銃
等
、
火
薬
類
及
び
高
圧
ガ
ス
の
製
造
販
売
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
地
域
振
興
部
の
部
文
化
振
興
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

奈
良
の
史
料
編
纂
に
関
す
る
こ
と
。

六

奈
良
の
歴
史
展
示
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
地
域
振
興
部
の
部
観
光
局
観
光
振
興
課
の
項
か
ら
観
光
局
国
際
観
光
課
の
項
ま
で
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

観
光
局

観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課

一

観
光
行
政
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

観
光
情
報
の
発
信
に
関
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
の
観
光
振
興
に
関
す
る
相
談
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

四

外
国
人
誘
客
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

通
訳
案
内
士
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
際
会
議
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

観
光
局

観
光
産
業
課

一

観
光
統
計
に
係
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
財
団
法
人
奈
良
県
ビ
ジ
タ
ー
ズ
ビ
ュ
ー
ロ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

三

修
学
旅
行
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

四

旅
行
商
品
の
造
成
に
関
す
る
こ
と
。

観
光
局

な
ら
の
魅
力
創
造
課

一

地
域
観
光
力
向
上
の
企
画
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

巡
る
奈
良
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

歩
く
奈
良
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

五

記
紀
・
万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
健
康
福
祉
部
の
部
地
域
福
祉
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

八

生
活
困
窮
者
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
健
康
福
祉
部
の
部
長
寿
社
会
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



長
寿
社
会
課

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
健
康
福
祉
部
の
部
保
険
指
導
課
の
項
第
三
号
中
「
乳
幼
児
」
を
「
子
ど
も
」
に
改
め
、
同

条
医
療
政
策
部
の
部
地
域
医
療
連
携
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六

人
口
動
態
統
計
そ
の
他
地
域
保
健
に
係
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
医
療
政
策
部
の
部
医
療
管
理
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

病
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課

一

県
立
病
院
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
方
独
立
行
政
法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
医
科
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

四

南
和
公
立
病
院
の
再
編
・
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
医
療
政
策
部
の
部
医
療
管
理
課
新
奈
良
病
院
建
設
室
の
項
中
「
医
療
管
理
課
」
を
「
病
院

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
」
に
、
「
新
奈
良
病
院
の
建
設
」
を
「
奈
良
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
の
建
替
え
及

び
整
備
」
に
改
め
、
同
部
医
療
管
理
課
県
立
病
院
法
人
化
準
備
室
の
項
を
削
り
、
同
条
く
ら
し
創
造

部
の
部
景
観
・
環
境
局
風
致
景
観
課
の
項
中
「
風
致
景
観
課
」
を
「
景
観
・
自
然
環
境
課
」
に
改
め
、

同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

六

自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

七

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

八

自
然
公
園
の
整
備
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

九

生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
く
ら
し
創
造
部
の
部
景
観
・
環
境
局
自
然
環
境
課
の
項
を
削
り
、
同
条
産
業
・
雇
用
振
興

部
の
部
地
域
産
業
課
の
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
部
産
業
政
策
課
の
項
第
七
号
中
「
財
団
法
人
奈
良
県
中

小
企
業
支
援
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
十
二
日
に
財
団
法
人
奈
良
県
中
小
企
業
設
備
貸
与
公

社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
」
を
「
公
益
財
団
法
人
奈
良
県
地
域
産
業
振
興
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
農
林
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



企
画
管
理
室

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
・
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備

室

な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
及
び
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
農
林
部
の
部
地
域
農
政
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
農
林
部
の
部
地
域
農
政
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

財
団
法
人
奈
良
県
農
業
振
興
公
社
（
昭
和
四
十
七
年
八
月
一
日
に
財
団
法
人
奈
良
県
農
業

振
興
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
農
林
部
の
部
林
業
振
興
課
の
項
第
九
号
中
「
財
団
法
人
奈
良
県
林
業
基
金
（
昭
和
五
十
八

年
十
二
月
一
日
に
財
団
法
人
奈
良
県
林
業
基
金
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
」
を

「
公
益
財
団
法
人
奈
良
県
林
業
基
金
」
に
改
め
、
同
部
奈
良
の
木
ブ
ラ
ン
ド
課
の
項
中
第
三
号
を
第

四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号

を
加
え
る
。

一

木
材
利
用
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
奈
良
県
東
京
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

奈
良
県
旅

奈
良
市
西

国
際
課

旅
券
に
関
す
る
こ
と
。

券
事
務
所

大
寺
東
町

一

在
住
外
国
人
へ
の
支

援
に
関
す
る
こ
と
。

奈
良
県
外

奈
良
市
三

二

国
際
交
流
、
異
文
化

国
人
支
援

条
本
町

理
解
等
地
域
の
国
際
化

セ
ン
タ
ー

及
び
多
文
化
共
生
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
一
奈
良
県
旅
券
事
務
所
及
び
奈
良
県
外
国
人
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
奈
良
県

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
か
ら
奈
良
県
立
登
美
学
園
ま
で
の
項
中
「
奈
良
県
総
合
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
「
奈
良
県
障
害
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
所
掌
事



務
の
欄
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「

第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
中
「
第
五
条
第
十
七
項
」

を
「
第
五
条
第
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄

第
三
号
と
し
、
同
欄
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
欄
第
七
号
中
「
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
六
号

と
し
、
同
表
奈
良
県
景
観
・
環
境
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
所
掌
事
務
の
欄
第
三
号
中
「
風
致
及
び
」
を

削
り
、
同
表
奈
良
県
営
競
輪
場
か
ら
奈
良
県
中
小
企
業
会
館
ま
で
の
項
中

「

一

場
内
に
お
け
る
人
事
、

予
算
、
決
算
そ
の
他
庶

「

務
に
関
す
る
こ
と
。

競
輪
に
関
す
る
こ
と
。

を

二

競
輪
の
企
画
調
整
に

に
改
め
、
同
表
奈
良
県

」

関
す
る
こ
と
。

三

競
輪
開
催
に
関
す
る

こ
と
。

」

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
奈
良
県
病
害
虫
防
除
所
の
項
中
「
奈
良
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
」
を
「
奈

良
県
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
位
置
の
欄
中
「
、
桜
井
市
大
字
池
之
内
」
を
削
り
、

同
項
所
掌
事
務
の
欄
第
一
号
中
「
農
業
生
産
、
農
産
物
、
農
業
経
営
及
び
農
村
生
活
」
を
「
農
業
」

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
及
び
農
村
生
活
」
を
削
り
、
同
欄
第
三
号
を
削
り
、
同
欄
中
第
四
号
を

第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
同
表
奈
良
県
農
業
大
学
校
の
項
を
削
り
、

同
表
奈
良
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

農
業
者
の
育
成
に
関

地
域
農
政
課

奈
良
県
農

橿
原
市
四

す
る
こ
と
。

業
大
学
校

条
町

二

農
業
の
情
報
提
供
及

び
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
か
ら
奈
良
県
五
條
土
木
事
務
所
ま
で
の
項
中

「

二

平
城
宮
跡
の
整
備
に



「

関
す
る
こ
と
（
奈
良
土

二

奈
良
公
園
及
び
平
城

木
事
務
所
に
限
る
。
）
。

宮
跡
周
辺
の
整
備
に
関

を

三

飛
鳥
京
跡
苑
地
の
整

に
改
め
、
同
表
奈
良
公

す
る
こ
と
（
奈
良
土
木

備
に
関
す
る
こ
と
（
桜

事
務
所
に
限
る
。
）
。

井
土
木
事
務
所
に
限
る
。

」

）
。

」

園
管
理
事
務
所
か
ら
奈
良
公
園
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
流
館
ま
で
の
項
中
「
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
」
を

「
奈
良
公
園
事
務
所
」
に
、
「
奈
良
市
雑
司
町
」
を
「
奈
良
市
芝
辻
町
」
に
改
め
、
同
表
平
城
京
歴

史
館
の
項
中
「
奈
良
市
佐
紀
町
」
を
「
奈
良
市
二
条
大
路
南
四
丁
目
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
奈
良
県
東
京
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
一
課

奈
良
県
旅
券

一

所
内
に
お
け
る
人
事
、
予
算
、
決
算

事
務
所
第
二

そ
の
他
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

課
の
位
置
は
、

奈
良
県
旅

第
一
課

二

旅
券
に
関
す
る
こ
と
。

大
和
高
田
市

券
事
務
所

第
二
課

三

そ
の
他
第
二
課
の
主
管
に
属
し
な
い

幸
町
と
す
る
。

こ
と
。

第
二
課

旅
券
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
室

一

セ
ン
タ
ー
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

在
住
外
国
人
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

奈
良
県
外

総
務
室

三

地
域
の
国
際
化
及
び
多
文
化
共
生
に

国
人
支
援

留
学
生
交

関
す
る
こ
と
。

セ
ン
タ
ー

流
室

留
学
生
交
流
室

一

留
学
生
へ
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二

留
学
生
交
流
コ
ー
ナ
ー
の
管
理
運
営

に
関
す
る
こ
と
。



別
表
第
二
奈
良
県
奈
良
県
税
事
務
所
か
ら
奈
良
県
吉
野
県
税
事
務
所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
課

税
第
一
課
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

課
税
第
一
課

一

県
税
（
課
税
第
二
課
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
賦
課
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
税
の
犯
則
事
件
（
課
税
第
二
課
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
区
税
務
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
奈
良
県
税
事
務
所
か
ら
奈
良
県
吉
野
県
税
事
務
所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
課

税
第
二
課
の
款
第
一
号
を
削
り
、
同
款
第
二
号
中
「
、
法
人
事
業
税
及
び
鉱
区
税
」
を
「
及
び
法
人

事
業
税
」
に
改
め
、
同
号
を
同
款
第
一
号
と
し
、
同
款
第
三
号
を
削
り
、
同
款
第
四
号
中
「
前
三
号

」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
款
第
二
号
と
し
、
同
表
奈
良
県
旅
券
事
務
所
の
項
、
奈
良
県
外

国
人
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
奈
良
県
営
競
輪
場
の
項
を
削
り
、
同
表
奈
良
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

研

総
務

総
務
課

薬
草
科
及
び

究

課

一

所
内
に
お
け
る
人
事
、
予
算
、
決
算

果
樹
・
薬
草

企

研
究

そ
の
他
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

研
究
セ
ン
タ

画

企
画

二

財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ

ー
の
位
置
は
、

・

推
進

と
。

五
條
市
西
吉

技

課

三

生
産
物
の
保
管
及
び
処
分
に
関
す
る

野
町
湯
塩
と

術

技
術

こ
と
。

す
る
。

支

支
援

四

そ
の
他
他
課
の
主
管
に
属
し
な
い
こ

大
和
茶
研
究

援

課

と
。

セ
ン
タ
ー
の

部

研
究
企
画
推
進
課

位
置
は
、
奈

一

研
究
開
発
、
農
業
革
新
支
援
に
係
る

良
市
矢
田
原

企
画
、
進
行
管
理
及
び
情
報
発
信
に
関

町
と
す
る
。

す
る
こ
と
。

大
和
野
菜
研

研

育
種

二

研
究
員
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

究
セ
ン
タ
ー

究

科

三

農
業
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
分

の
位
置
は
、

開

薬
草

析
に
関
す
る
こ
と
。

宇
陀
市
榛
原



発

科

四

農
業
経
営
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
宮
寺
と
す

部

加
工

技
術
支
援
課

る
。

科

一

農
業
改
良
助
長
法
第
十
二
条
第
二
項

基
盤

各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

技
術

二

農
業
革
新
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

科

三

農
業
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

奈
良
県
農

果
樹

育
種
科

業
研
究
開

・
薬

園
芸
作
物
の
研
究
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

発
セ
ン
タ

草
研

薬
草
科

ー

究
セ

薬
用
作
物
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

ン
タ

加
工
科

ー

一

農
作
物
加
工
品
の
研
究
に
関
す
る
こ

大
和

と
。

茶
研

二

穀
物
の
研
究
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

究
セ

基
盤
技
術
科

ン
タ

一

土
壌
、
肥
料
、
農
薬
等
の
研
究
に
関

ー

す
る
こ
と
。

大
和

二

農
作
物
の
病
害
虫
の
研
究
に
関
す
る

野
菜

こ
と
。

研
究

三

生
物
工
学
の
研
究
開
発
に
関
す
る
こ

セ
ン

と
。

タ
ー

果
樹
・
薬
草
研
究
セ
ン
タ
ー

果
樹
、
薬
草
及
び
地
域
特
産
物
の
研
究

開
発
に
関
す
る
こ
と
。

大
和
茶
研
究
セ
ン
タ
ー

茶
の
研
究
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

大
和
野
菜
研
究
セ
ン
タ
ー

一

大
和
高
原
に
お
け
る
特
産
物
の
研
究

開
発
に
関
す
る
こ
と
。

二

優
良
種
苗
の
育
成
、
保
存
、
増
殖
及



び
配
付
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一

校
内
に
お
け
る
人
事
、
予
算
、
決
算

そ
の
他
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

研
修
計
画
等
の
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

三

学
生
、
研
修
生
の
募
集
、
入
学
、
退

農
業
大
学

担
い
手
養

学
、
休
学
、
卒
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

校

成
課

四

学
生
、
研
修
生
の
研
修
等
に
関
す
る

こ
と
。

五

学
生
の
生
活
指
導
、
進
路
指
導
及
び

福
利
厚
生
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

六

農
業
の
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

七

農
業
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
か
ら
奈
良
県
五
條
土
木
事
務
所
ま
で
の
項
課
の
名
称
の
欄
中

「
公
園
整
備
課
」
を
削
り
、
同
項
所
掌
事
務
の
欄
計
画
調
整
課
の
款
第
四
号
中
「
進
ち
よ
く
」
を
「

進
捗
」
に
改
め
、
同
款
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

平
城
宮
跡
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
奈
良
土
木
事
務
所
に
限
る
。
）
。

別
表
第
二
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
か
ら
奈
良
県
五
條
土
木
事
務
所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
工

務
課
の
款
第
四
号
中
「
進
ち
よ
く
」
を
「
進
捗
」
に
改
め
、
同
款
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、

第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

飛
鳥
京
苑
地
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
桜
井
土
木
事
務
所
に
限
る
。
）
。

別
表
第
二
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
か
ら
奈
良
県
五
條
土
木
事
務
所
ま
で
の
項
所
掌
事
務
の
欄
公

園
整
備
課
の
款
を
削
り
、
同
表
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
の
項
中
「
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
」
を
「
奈

良
公
園
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項
課
の
名
称
の
欄
中

「

「

管
理
課

管
理
課

を

に
改
め
、
同
項
所
掌
事
務
の
欄
管
理
課
の
款
の
次
に
次



」

整
備
課

」

の
よ
う
に
加
え
る
。

整
備
課

一

奈
良
公
園
の
土
木
事
業
の
計
画
及
び
事
業
費
に
関
す
る
こ
と
。

二

奈
良
公
園
の
土
木
事
業
に
関
す
る
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

奈
良
公
園
の
土
木
事
業
に
関
す
る
設
計
の
審
査
及
び
工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

奈
良
公
園
の
土
木
事
業
の
進
捗
に
関
す
る
こ
と
。

五

奈
良
公
園
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
こ
と
。

六

奈
良
公
園
の
工
事
の
施
行
及
び
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

七

奈
良
公
園
の
工
事
用
器
具
、
機
械
及
び
資
材
の
検
収
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
奈
良
県
立
奈
良
病
院
の
項
及
び
奈
良
県
立
三
室
病
院
の
項
を
削
る
。

（
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の

第
二
条

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
部
」
の
下
に
「
、
知
事
公
室
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

九

会
計
局
会
計
課
に
会
計
指
導
官

別
表
第
一
東
京
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

旅
券
事
務
所

所
長
、
次
長
、
課
長

外
国
人
支
援
セ
ン
タ
ー

所
長
、
室
長

別
表
第
一
旅
券
事
務
所
の
項
及
び
外
国
人
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
競
輪
場
の
項
中
「
、

課
長
」
を
削
り
、
同
表
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
」
を
「
農
業
研
究
開
発

セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
課
長
」
を
「
課
長
、
科
長
」
に
改
め
、
同
表
農
業
大
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表

家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

農
業
大
学
校

校
長
、
副
校
長
、
課
長

別
表
第
一
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
の
項
中
「
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
」
を
「
奈
良
公
園
事
務
所
」

に
改
め
、
同
表
奈
良
病
院
の
項
か
ら
三
室
病
院
附
属
看
護
専
門
学
校
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課

の
課
長
、
主
幹
、
課
長
補
佐
、
主
任
調
整
員
若
し
く
は
係
長
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
課
に
勤
務
を

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
者
で
、
別
に
辞
令
の
発
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
、
施
行
日
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
課
の
課
長
、
主
幹
、
課
長
補
佐
、
主
任
調
整
員
若
し
く
は
係
長
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該

課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

総
務
部
知
事
公
室
東
ア
ジ
ア
連
携
課

総
務
部
知
事
公
室
国
際
課

医
療
政
策
部
医
療
管
理
課

医
療
政
策
部
病
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課

く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
風
致
景
観

く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
景
観
・
自
然
環

課

境
課

３

施
行
日
の
前
日
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
の
所
長
、
部
長
、
課
長
、
課
主
幹
、
看
守
長
、

係
長
若
し
く
は
総
括
研
究
員
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
者
で
、
別

に
辞
令
の
発
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
、
施
行
日
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
の
所
長
、
部

長
、
課
長
、
課
主
幹
、
看
守
長
、
係
長
若
し
く
は
総
括
研
究
員
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
機
関
に
勤

務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

奈
良
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

奈
良
県
農
業
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

奈
良
公
園
管
理
事
務
所

奈
良
公
園
事
務
所

（
奈
良
県
土
地
価
格
判
定
委
員
会
規
則
等
の
一
部
改
正
）

４

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
く
ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
風
致
景
観
課
」
を
「
く
ら
し
創
造

部
景
観
・
環
境
局
景
観
・
自
然
環
境
課
」
に
改
め
る
。

一

奈
良
県
土
地
価
格
判
定
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号
）
第



五
条

二

奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
八

条
の
四

三

奈
良
県
古
都
風
致
審
議
会
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
一
号
）
第
八
条

四

奈
良
県
景
観
審
議
会
規
則
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
一
号
）
第
七
条

（
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

５

奈
良
公
園
管
理
事
務
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
五

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
本
則
中
「
奈
良
公
園
管
理
事
務
所
長
」
を
「
奈
良
公
園
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。
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